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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第148期

第３四半期連結
累計期間

第148期
第３四半期連結
会計期間

第147期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高（千円） 1,989,996 86,307 17,084,944

経常損益（千円） △807,212 △314,172 △3,339,582

四半期（当期）純損益（千円） △1,238,954 △749,956 △4,331,224

純資産額（千円） － 3,556,922 5,109,537

総資産額（千円） － 4,949,307 11,609,412

１株当たり純資産額（円） － 16.17 23.97

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（円）
△5.91 △3.53 △20.92

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 69.35 42.75

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,928,325 － △2,798,936

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
790,968 － 205,425

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△4,435,002 － 403,926

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 210,043 1,923,837

従業員数（人） － 57 97

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第147期及び第148期第３四半期連結累計（会計）期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金

額については、四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

４．第148期第３四半期連結会計期間からＡＤＩＲＯＮ㈱を連結の範囲から除外しております。 
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２【事業の内容】

　当社は、当第３四半期連結会計期間中に連結子会社であったＡＤＩＲＯＮ㈱の全株式を売却いたしました。そのた

め、当社の子会社でなくなるとともに、当社グループよりファッション事業がなくなりました。

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間における重要な関係会社の異動は「第１　企業の概況　２　事業の内容」に記載のとおり

であります。

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 57  

（注）１．従業員数は就業人員であります。

　　　２．従業員数が当第３四半期連結会計期間において32名減少したのは、売却によりＡＤＩＲＯＮ㈱を連結の範囲から

除外したことによるものであります。

　　(2) 提出会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 25 

（注）従業員数は就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当社グループの事業の性質上該当事項はありません。

(2) 受注状況

　当社グループの事業の性質上該当事項はありません。

(3) 商品仕入実績

　当第３四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

産業資材事業（千円） 118,700

合計（千円） 118,700

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．インベストメントバンキング事業及びその他の事業は、事業の性質上該当事項はありません。

３．当第３四半期連結会計期間において、売却によりＡＤＩＲＯＮ㈱を連結の範囲から除外したため、ファッショ

ン事業の商品仕入実績はなくなりました。 
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(4) 販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

インベストメントバンキング事業

（千円）
△127,453

産業資材事業（千円） 176,625

その他の事業（千円） 37,135

合計（千円） 86,307

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３．当第３四半期連結会計期間において、売却によりＡＤＩＲＯＮ㈱を連結の範囲から除外したため、ファッショ

ン事業の販売実績はなくなりました。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

１．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還の件

　当社は、平成20年10月30日の取締役会において、以下のとおり当社が発行した第１回無担保転換社債型新株予

約権付社債の全額（924,000千円）の償還を決議し、同日に繰上償還を実施いたしました。

(1) 繰上償還の理由　

　発行要項第14項第(3)号ホの規定に基づく社債権者の申し出によるものであります。

(2) 繰上償還する社債の銘柄

　Ｏａｋキャピタル株式会社第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

(3) 繰上償還額及び償還価額

　本新株予約権付社債の全額（924,000千円）を額面100円につき100円で償還。

(4) 繰上償還期日及び繰上償還日

　平成20年10月30日

(5) 繰上償還資金

　社債権者からの借入れ（詳細は「２．借入れによる資金調達の件」参照のこと）及び自己資金

(6) 繰上償還に伴う当連結会計年度の業績への影響

　社債利息（年利3.5％）の減少（13,467千円）

２．借入れによる資金調達の件

　当社は、平成20年10月30日の取締役会において、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還にあた

り、借入れによる資金調達を行うことを決議し、準消費貸借契約を同日締結いたしました。

(1) 資金の使途

　第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還原資

(2) 借入先

　DKR Soundshore Oasis Holding Fund, Ltd

(3) 借入日

　平成20年10月30日

(4) 借入金額

　824,000千円

(5) 利率

　年利5.0％

(6) 返済期日及び返済方法

　平成21年10月30日　元利一括弁済

(7) 担保提供資産

　当社資産（有価証券、貸付金等）
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(8) その他

①　貸付側オプション：文書での事前通知により30暦日以内に全額繰上返済させる権利を保有

②　借入側オプション：文書での事前通知により５営業日以内に一部又は全額繰上返済する権利を保有 

３．子会社株式の売却の件

　当社は、子会社であったＡＤＩＲＯＮ㈱の当社が保有する全株式を売却することについて、平成20年11月10日

の取締役会において決議し、平成20年11月11日に株式譲渡契約を締結いたしました。

(1) 譲渡した子会社の概要

①　商　　　　　号：ＡＤＩＲＯＮ株式会社

②　代 　 表 　 者：代表取締役　篠洋右

③　本 店 所 在 地：東京都渋谷区代々木一丁目24番10号　

④　設　　　　　立：平成元年10月６日

⑤　主な事業の内容：ブランドバック・ファッション雑貨の企画製造及び輸入販売　

(2) 株式の譲渡先の概要

①　商　　　　　号：株式会社ティー・ピー・エス

②　代 　 表 　 者：代表取締役　後藤鐘志郎

③　本 店 所 在 地：愛知県豊橋市前田町一丁目７番21号　

④　主な事業の内容：配送センター運営、電子機器製造・販売、不動産管理他

⑤　当社との関係　：なし

(3) 株式譲渡日

　平成20年11月11日

(4) 譲渡株式数、譲渡価額及び異動前後の所有株式の状況

①　異動前の所有株式数　　　　29,825株（所有割合100%）

②　譲渡株式数　　　　　　　  29,825株（譲渡価額　100,003千円）

③　異動後の所有株式数　　　　　　 0株（所有割合０％）　

(5) 譲渡した子会社に対する債権の放棄　

　当該子会社株式の譲渡の付帯条件として、当社の同社に対する貸付金916,000千円及び同社の銀行からの借

入金の代位弁済による求償債権133,350千円、計1,049,350千円について、債権放棄を行う。

　なお、債権放棄額のうち、841,000千円については、前期末までに貸倒引当金を設定しております。

(6) 業績等に与える影響

　当第３四半期連結会計期間において、債権放棄に伴う損失を含め、関係会社株式売却損として４億17百万円

を特別損失として計上いたしました。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結会計期間における経営環境は、米国投資銀行の破綻を契機とした世界的な金融危機が一段と

深刻化するなか、わが国の実体経済への影響も極めて顕著となり、日経平均株価も大幅に水準を切り下げ市場の

不安心理を強く反映する展開となりました。

　このような状況のなか、インベストメントバンキング事業においては、世界的にＭ＆Ａ活動の停滞が顕著になる

なか、当社の投資先企業のＥＸＩＴ（投資回収）についても厳しい状況が続いていること及び保有区分が売買目

的となっている営業投資有価証券について当第３四半期連結会計期間末において評価損を計上したことにより、

当第３四半期連結会計期間の売上高は△１億27百万円となり、人件費の削減及び効率的な会社運営による経費削

減に取り組んでまいりましたが、３億37百万円の営業損失となりました。

　また、ファッション事業については、当第３四半期連結会計期間において連結子会社であったＡＤＩＲＯＮ株式

会社の全株式を売却し、同社を連結の範囲から除外したため、当第３四半期連結会計期間から同事業がなくなり

ました。

　以上により、当第３四半期連結会計期間における連結業績は売上高86百万円、営業損失３億61百万円、経常損失

３億14百万円、四半期純損失７億49百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末と比べ、３億72百万円減少の

２億10百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　営業活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結会計期間において１億66百万円のキャッシュ・ア

ウトフローとなりました。主な要因は、第２四半期連結累計期間においては、保有株式のＥＸＩＴ（投資回収）

により20億94百万円の営業キャッシュ・インフローとなりましたが、当第３四半期連結会計期間は、一部の大

型ＥＸＩＴ（投資回収）が第４四半期以降の計画となっているためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

　投資活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結会計期間において35百万円のキャッシュ・インフ

ローとなりました。その主な要因は、子会社株式の売却によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

　財務活動によるキャッシュ・フローは、当第３四半期連結会計期間において２億27百万円のキャッシュ・ア

ウトフローとなりました。その主な要因は、短期借入れによる収入が10億24百万円あったものの社債の償還に

よる支出が９億24百万円あったためであります。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。　

(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 600,000,000

計 600,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年２月６日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式   212,324,287 212,324,287

東京証券取引所

名古屋証券取引所

大阪証券取引所

各市場第二部

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であり

ます。

単元株式数は

1,000株であり

ます。

計 212,324,287 212,324,287 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成16年６月29日定時株主総会決議

（ⅰ）2004年第１回新株予約権（平成16年８月25日発行）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 5,580

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数1,000株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 5,580,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 212

新株予約権の行使期間
自　平成16年９月１日

至　平成26年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　212

資本組入額 　　 106

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当

社の１単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行

うことができるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者は、当社及び当社子会社の

取締役、監査役、相談役、社員及び嘱託社員その他これに準

ずる地位を喪失した後も、喪失時点において、当社取締役

会の承認を受けた場合は、「新株予約権割当契約」に定め

るところに従って新株予約権を行使することができるも

のとする。但し、禁固以上の刑に処せられた場合、解任、免

職又は懲戒解雇された場合、本権利は直ちに失効するもの

とする。

③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人

がこれを行使できるものとする。

④その他の条件については、株主総会及び当社取締役会決議

に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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（ⅱ）2004年第２回新株予約権（平成16年９月10日発行）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 1,050

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数1,000株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,050,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 237

新株予約権の行使期間
自　平成16年９月24日

至　平成26年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　237

資本組入額 　　 119

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当

社の１単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行

うことができるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役、監査役

及び従業員その他これに準ずる地位を喪失した後も、喪失

時点において、当社取締役会の承認を受けた場合は、「新

株予約権割当契約」に定めるところに従って新株予約権

を行使することができるものとする。但し、禁固以上の刑

に処せられた場合、解任、免職又は懲戒解雇された場合、本

権利は直ちに失効するものとする。

③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人

がこれを行使できるものとする。

④その他の条件については、当社と割当対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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（ⅲ）2004年第３回新株予約権（平成16年９月17日発行）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 340

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数1,000株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 340,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 251

新株予約権の行使期間
自　平成16年10月１日

至　平成26年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　251

資本組入額 　　 126

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当

社の１単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行

うことができるものとする。

②新株予約権の割当てを受けた者は、当社子会社の取締役そ

の他これに準ずる地位を喪失した後も、喪失時点におい

て、当社取締役会の承認を受けた場合は、「新株予約権割

当契約」に定めるところに従って新株予約権を行使する

ことができるものとする。但し、禁固以上の刑に処せられ

た場合、解任、免職又は懲戒解雇された場合、本権利は直ち

に失効するものとする。

③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人

がこれを行使できるものとする。

④その他の条件については、株主総会及び当社取締役会決議

に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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（ⅳ）2004年第４回新株予約権（平成17年６月17日発行）

 
第３四半期会計期間末現在
（平成20年12月31日）

新株予約権の数（個） 1,740

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数1,000株

新株予約権の目的となる株式の数（株） 1,740,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 240

新株予約権の行使期間
自　平成17年７月１日

至　平成26年６月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　240

資本組入額 　　 120

新株予約権の行使の条件

①各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当

社の１単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行

うことができる。

②新株予約権の割当てを受けた者は、当社及び当社子会社の

取締役、執行役員又は、従業員その他これに準ずる地位を

喪失した後も、喪失時点において、当社取締役会の承認を

受けた場合は、「新株予約権割当契約」に定めるところに

従って新株予約権を行使することができるものとする。但

し、禁固以上の刑に処せられた場合、解任、免職又は懲戒解

雇された場合、本権利は直ちに失効するものとする。

③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人

がこれを行使できるものとする。

④その他の条件については、株主総会及び当社取締役会決議

に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約

権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要す

るものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金
残高（千円）

 平成20年10月１日～

平成20年12月31日 
－ 212,324,287 － 3,042,000 － 51,227

 

 

（５）【大株主の状況】

  大量保有報告書等の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。

 

（６）【議決権の状況】

  当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

 

①【発行済株式】

 平成20年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －
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区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　    115,000　－

１（１）②「発行済株

式」の「内容」欄に記

載のとおりでありま

す。

完全議決権株式（その他） 普通株式　210,465,000 210,465 同上

単元未満株式
普通株式  　1,744,287　

　　
－

１単元（1,000株）未満

の株式

発行済株式総数 212,324,287－ －

総株主の議決権 － 210,465 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が72,000株含まれております。また、「議決

権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数72個が含まれております。

②【自己株式等】

 平成20年12月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

Ｏａｋキャピタル

株式会社

東京都港区赤坂八

丁目10番24号
115,000 － 115,000 0.05

計 － 115,000 － 115,000 0.05
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 29 23 20 24 19 17 14 9 10

最低（円） 20 18 16 15 13 13 7 7 7

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、監査法人日本橋事務所による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 541,693

※2
 2,273,837

受取手形及び売掛金 ※2
 220,268 770,142

営業投資有価証券 ※2
 2,388,873 2,298,955

商品 309,500 705,233

短期貸付金 ※2
 1,891,000 1,725,000

その他 67,827 165,721

貸倒引当金 △1,085,211 △181,355

流動資産合計 4,333,952 7,757,535

固定資産

有形固定資産 ※1, ※2
 95,877

※1
 143,763

無形固定資産

のれん 8,329 10,793

その他 5,931 7,362

無形固定資産合計 14,260 18,156

投資その他の資産

投資有価証券 420,000 420,000

営業投資有価証券 － 3,081,281

その他 125,973 230,606

貸倒引当金 △40,758 △41,931

投資その他の資産合計 505,215 3,689,956

固定資産合計 615,354 3,851,876

資産合計 4,949,307 11,609,412

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 43,558 272,994

短期借入金 987,333 216,700

1年内返済予定の長期借入金 40,000 47,500

1年内償還予定の社債 － 400,000

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 5,000,000

引当金 17,100 21,672

その他 198,208 337,570

流動負債合計 1,286,200 6,296,436

固定負債

長期借入金 20,000 60,000

退職給付引当金 85,856 106,279

その他 328 37,158

固定負債合計 106,184 203,437

負債合計 1,392,384 6,499,874
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,042,000 7,964,055

資本剰余金 1,541,729 1,445,710

利益剰余金 △818,113 △4,483,585

自己株式 △9,342 △14,512

株主資本合計 3,756,273 4,911,668

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △323,967 53,660

繰延ヘッジ損益 － △1,779

評価・換算差額等合計 △323,967 51,881

少数株主持分 124,616 145,988

純資産合計 3,556,922 5,109,537

負債純資産合計 4,949,307 11,609,412
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 1,989,996

売上原価 1,357,664

売上総利益 632,331

販売費及び一般管理費 ※
 1,508,211

営業損失（△） △875,879

営業外収益

受取利息 34,249

受取配当金 69,632

為替差益 17,441

その他 7,461

営業外収益合計 128,785

営業外費用

支払利息 40,489

その他 19,628

営業外費用合計 60,118

経常損失（△） △807,212

特別利益

前期損益修正益 1,576

貸倒引当金戻入額 11,157

関係会社株式売却益 999

特別利益合計 13,733

特別損失

営業投資有価証券評価損 27,442

関係会社株式売却損 417,166

たな卸資産評価損 13,572

その他 710

特別損失合計 458,891

税金等調整前四半期純損失（△） △1,252,370

法人税、住民税及び事業税 4,525

法人税等調整額 94

法人税等合計 4,620

少数株主損失（△） △18,036

四半期純損失（△） △1,238,954
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 86,307

売上原価 126,100

売上総損失（△） △39,792

販売費及び一般管理費 ※
 321,754

営業損失（△） △361,547

営業外収益

受取利息 14,648

受取配当金 65,227

その他 3,576

営業外収益合計 83,452

営業外費用

支払利息 13,504

社債発行費償却 8,411

為替差損 6,279

その他 7,880

営業外費用合計 36,076

経常損失（△） △314,172

特別利益

前期損益修正益 778

償却債権取立益 4,026

貸倒引当金戻入額 3,967

特別利益合計 8,772

特別損失

営業投資有価証券評価損 27,442

関係会社株式売却損 417,166

その他 0

特別損失合計 444,608

税金等調整前四半期純損失（△） △750,008

法人税、住民税及び事業税 2,891

法人税等調整額 1,413

法人税等合計 4,305

少数株主損失（△） △4,358

四半期純損失（△） △749,956
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,252,370

減価償却費 30,850

のれん償却額 △871

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,799

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,182

返品調整引当金の増減額（△は減少） △191

売上値引引当金の増減額（△は減少） 1,099

受取利息及び受取配当金 △103,882

支払利息 40,489

有形固定資産除却損 260

関係会社株式売却損益（△は益） 416,166

売上債権の増減額（△は増加） 248,850

たな卸資産の増減額（△は増加） △105,919

仕入債務の増減額（△は減少） 107,190

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 2,576,905

未収消費税等の増減額（△は増加） 6,877

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,575

その他の資産の増減額（△は増加） 33,446

その他の負債の増減額（△は減少） △96,015

その他 6,701

小計 1,911,496

利息及び配当金の受取額 78,202

利息の支払額 △39,594

法人税等の支払額 △21,778

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,928,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △7,171

有形固定資産の売却による収入 7,107

無形固定資産の取得による支出 △4,480

子会社株式の売却による収入 1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

28,881

貸付金の回収による収入 750,000

差入保証金の差入による支出 △43

差入保証金の回収による収入 15,673

投資活動によるキャッシュ・フロー 790,968
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,269,000

短期借入金の返済による支出 △348,317

長期借入金の返済による支出 △47,500

社債の償還による支出 △400,000

新株予約権付社債の発行による収入 997,905

新株予約権付社債の買入消却による支出 △5,924,000

担保に供している預金の減少による収入 183,400

担保に供している預金の増加による支出 △165,050

自己株式の取得による支出 △1,539

自己株式の売却による収入 1,098

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,435,002

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,914

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,713,793

現金及び現金同等物の期首残高 1,923,837

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 210,043
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　当社グループは、当第３四半期連結累計期間において、営業キャッシュ・フローは大幅に改善し19億28百万円のキャッ

シュの増加となりましたが、前々連結会計年度から当第３四半期連結累計期間まで連続して営業損失、経常損失及び四

半期（当期）純損失を計上したため、継続企業の前提に関する重要な疑義を抱かせる状況にあります。

　当社グループの中核事業であるインベストメントバンキング事業（旧投資事業）は、投資先の株価や企業価値の変動

に業績が左右される事業特性を有しており、売買目的で保有している営業投資有価証券については、時価評価差額を損

益計算書に反映し、またそれ以外の営業投資有価証券につきましても、著しい株価の下落あるいは企業価値の毀損が見

られる場合には評価損を計上することとなります。このような背景のなか、一部の投資先の経営破綻等により、株式評価

損を計上したことなどが損失計上の主たる要因となりました。

　当社グループはこのような状況を解消すべく、平成21年３月期を初年度とする３ヵ年の中期経営計画を策定し、経営基

盤の再構築に取り組むとともに収益力・成長力の回復及び財務体質の改善に努めております。

当中期経営計画の骨子は下記のとおりです。

１．事業基盤の再構築

　投資事業はリスク管理（投資先の厳選強化）と収益の最大化（優良投資先の発掘とバリューアップ）に重点を

置いた新体制とし、人材と組織力を生かした「インベストメントバンキング事業」として展開してまいります。　

　

　また、今後の成長が見込まれる事業分野である、プレミアムブランド事業及びコンサルティング事業（リスクマ

ネジメント＆アドバイザリー・サービス）を事業化することにより、収益の安定化を図ります。

　なお、中期経営計画最終年度には営業利益の25　％を２つの新規事業により生み出す計画であります。

２．リスクマネーの確保

　トップ・マネジメントによる海外投資家とのネットワークの再構築を行い、外国金融機関の開拓及び海外投資家

との連携投資の提案を通じ、外部投資家より資金提供を受け、インベストメントバンキングの事業展開を側面から

支援します。

３．組織・人事体制の強化

　事業戦略の転換に伴い、経営責任を負うトップ・マネジメントと執行責任を負うライン部門を直結した組織体

制といたします。また、投資のスペシャリストの確保・育成のため、外部からの招聘、コンサルティングファーム

等の外部リソースの活用を行います。
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

　以上により、中期経営計画における当期純利益（連結）は、平成21年３月期２億円を必達目標としております。また、

平成22年３月期以降の連結損益計画は、投資先のひとつである連結子会社を将来的に売却する可能性があり、策定が

困難であるため、個別損益計画のみ策定しております。なお、平成22年３月期以降の個別損益計画における当期純利益

（個別）は、平成22年３月期５億円、平成23年３月期11億円であります。

　財務面においては、投資資金の確保のため、平成21年３月期は40億８百万円（うち、10億８百万円は平成20年４月30

日に発行済）、平成22年３月期25億円、平成23年３月期15億円の資金調達を計画しておりましたが、米国の金融危機に

端を発する世界的な金融市場の混乱の影響により、平成21年３月期は、現在、売却先候補と交渉中の営業投資有価証券

の売却及びエルエムアイ㈱に対する短期貸付金８億15百万円を含む貸付金の回収に留まる見込みであります。なお、

上記の金融市場の混乱が、今後の当社の事業に影響を及ぼすことが想定されるため、中期経営計画の見直しに着手し

ております。

　一方、第３四半期連結会計期間において、平成20年４月30日発行の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（社債

残高９億24百万円）について繰上償還いたしました。繰上償還資金は新規の短期借入金（当初借入額８億24百万円）

を充当いたしましたが、当第３四半期連結会計期間末における同短期借入金残高は、５億74百万円となっております。

なお、同短期借入金は上記の営業投資有価証券の売却代金または短期貸付金の回収資金により返済する計画でありま

す。

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表

には反映しておりません。
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】
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当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1) 連結の範囲の変更

　ＡＤＩＲＯＮ㈱は、当社が保有する全株式を当第３四半期連結会計期間中に売却し

たため、連結の範囲から除外いたしました。

(2) 変更後の連結子会社の数

　５社 

２．持分法の適用に関する事

項の変更

──────

３．会計処理基準に関する事

項の変更

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法に

よる原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用された

ことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失は、13,572

千円増加しております。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

 (2) リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借処理に係る方法に

準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から

適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれら

の会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有

権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、

リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、引き続き通常の

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。

　これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響はありません。　
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【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

棚卸資産の評価方法 　当第３四半期連結会計期間末における棚卸資産の算出に関しては、第２四半期連結会計

期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。

 

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

（四半期連結貸借対照表における「営業投資有価証券」の表示方法）

　前連結会計年度まで投資その他の資産に計上していた「営業投資有価証券」は、第１四半期連結会計期間から流動資産

の「営業投資有価証券」に含めて表示する方法に変更しております。これは平成20年５月15日の取締役会において決議

した平成21年３月期を初年度とする３ヶ年の中期経営計画において、当該営業投資有価証券の売却方針が明確となった

ことにより、資産の属性を固定資産から流動資産に変更したためであります。

　これにより、従来の方法と比べ、流動資産の「営業投資有価証券」が、2,659,934千円増加するとともに投資その他の資

産の「営業投資有価証券」が同額減少し、残高は零となりました。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、126,617千円で

あります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、188,755千円で

あります。

※２．担保提供資産

　担保に供されている資産で事業の運営において重要

なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比べて

著しい変動が認められるものは次のとおりでありま

す。

定期預金 331,650千円

受取手形 55,076 

営業投資有価証券 1,355,948 

短期貸付金 1,891,000 

土地 17,941 

　計 3,651,616 

※２．担保提供資産

 

 

 

 

定期預金 350,000千円

　３．受取手形裏書譲渡高は、12,513千円であります。 　３．受取手形裏書譲渡高は、24,902千円であります。

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

従業員給与・賞与 564,757千円

賞与引当金繰入額 16,413 

退職給付引当金繰入額 11,467 

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

従業員給与・賞与 102,342千円

賞与引当金繰入額 8,700 

退職給付引当金繰入額 4,328 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金勘定 541,693千円

預け入れ期間が３ケ月を超える定期預金 △331,650千円

現金及び現金同等物 210,043千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　　　212,324千株　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　 　　 123千株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

５．株主資本の金額に著しい変動

（単位：千円）　

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年３月31日　残高 7,964,055 1,445,710△4,483,585 △14,512 4,911,668

当第３四半期連結累計期間中の

変動額
     

新株の発行（注１） 42,000 42,000         84,000

資本金から剰余金への振替

（注２）
△4,964,055 4,964,055         －

欠損填補（注２）     △4,904,425 4,904,425     －

四半期純損失         △1,238,954     △1,238,954

自己株式の取得             △1,539 △1,539

自己株式の処分     △5,610     6,708 1,098

当第３四半期連結累計期間中の

変動額合計
△4,922,055 96,019 3,665,471 5,169 △1,155,395

平成20年12月31日　残高 3,042,000 1,541,729 △818,113 △9,342 3,756,273

（注）１．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の一部行使によるものであります。

２．平成20年６月27日開催の定時株主総会の決議により、会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金を減少し、

その他資本剰余金へ振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、剰余金を処分し、その他資本剰余金

で繰越欠損を填補いたしました。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

 
当第３四半期連結会計期間

（自　平成20年10月１日

至　平成20年12月31日）

 
インベストメントバン

キング事業

（千円）

産業資材事業

（千円）

その他の事業

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ．売上高      

(1）外部顧客に対する

売上高
△127,453 176,625 37,135 － 86,307

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 △127,453 176,625 37,135 － 86,307

Ⅱ．営業損益 △337,142 △28,219 2,634 1,180 △361,547

 
当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日

至　平成20年12月31日）

 
インベストメント

バンキング事業

（千円）

産業資材事業

（千円）

ファッション事業

（千円）

その他の事業

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

Ⅰ．売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高
152,486 565,028 1,173,975 98,505 － 1,989,996

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ 56 － － △56 －

計 152,486 565,085 1,173,975 98,505 △56 1,989,996

Ⅱ．営業損益 △770,390 △63,006 △49,314 3,340 3,491 △875,879

（注）１．事業区分の方法

当社及び連結子会社の事業内容に基づく区分によっております。

２．各区分の主な事業内容

インベストメントバンキング事業…プライベート・エクイティ投資、上場株式投資、プレＩＰＯ投資

産業資材事業…………………………特殊フィルム・照明機材等の販売

ファッション事業……………………ブランドバック・ファッション雑貨の企画製造及び輸入販売

その他の事業…………………………プレミアムブランド事業、リスクマネジメント（保険）事業、アドバイザ

リー事業他

３．事業区分名称の変更

　前連結会計年度まで「投資事業」と表示していた事業について、第１四半期連結累計期間より「インベストメ

ントバンキング事業」と名称を変更しております。 

４．当第３四半期連結会計期間中において、連結子会社であったＡＤＩＲＯＮ㈱の全株式を売却し、連結の範囲か

ら除外いたしました。そのため、当第３四半期連結会計期間からファッション事業がなくなりました。 
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

 

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 シンガポール アメリカ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） △75,807 △56,603 1,616 △130,795

Ⅱ　連結売上高（千円）             86,307

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） △87.8 △65.6 1.9 △151.5

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

 シンガポール アメリカ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） △78,061 △56,869 55,331 △79,599

Ⅱ　連結売上高（千円）             1,989,996

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） △3.9 △2.9 2.8 △4.0

（注）当第３四半期連結会計期間において、連結売上高に占めるアメリカの売上高が10％以上となったため、独立して記

載しております。

（有価証券関係）

　当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）

　その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日

に比べて著しい変動が見られます。

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

営業投資有価証券に属するもの    

(1) 株式 544,775 281,115 △263,660

(2) 債券 － － －

(3) その他 － － －

合計 544,775 281,115 △263,660

（注）当第３四半期連結累計期間において、その他有価証券で時価のあるものについて、428千円の減損処理を行っており

ます。

　　　なお、減損処理につきましては、当第３四半期連結会計期間末における時価が取得価額に比べ50％以上下落したもの

で、時価が回復すると見込まれる場合を除くすべてを対象としております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 16.17円 １株当たり純資産額 23.97円

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結会計期間末
（平成20年12月31日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 3,556,922 5,109,537

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 124,616 145,988

（うち少数株主持分） (124,616) (145,988)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額

（千円）
3,432,305 4,963,549

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

（期末）の普通株式の数（千株）
212,201 207,084

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額 5.91円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純損失金額 3.53円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

（注）１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純損失（千円） 1,238,954 749,956

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失（千円） 1,238,954 749,956

期中平均株式数（千株） 209,644 212,206

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－

 

 

 

－

 

 

 

 

（重要な後発事象）

　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　該当事項はありません。 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年２月６日

Ｏａｋキャピタル株式会社

取締役会　御中

監査法人日本橋事務所

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 小倉　明　　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 千葉　茂寛　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＯａｋキャピタル株

式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から

平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四

半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、Ｏａｋキャピタル株式会社及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財

政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

 

追記情報

　継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社グループは前々連結会計年度から当第３四半期連結累計期間まで連続

して営業損失及び経常損失並びに四半期（当期）純損失を計上し、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当

該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は、継続企業を前提に作成されており、この

ような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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